
 

お 客 さ ま へ 
 

 

 

    当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際

しては、下記の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。 
 

1．当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する
目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。 

 
2．金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当

金庫は、お客様に適正な判断をしていただくため、当該金融商品の重要事項について説明を
いたします。 

 
3．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招

くことのないよう、研修を通じて役職員の知識の向上に努めます。 
 
4．当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。 
 
5．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、窓口まで

お問い合わせください。 
 

 

 
 
      当金庫は、適切な保険募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集

指針」を定めましたので、ご案内いたします。 
 
  ○ 当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。 
 
  ○ 当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等

をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約
に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。 

 
  ○ 当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を

提供いたします。 
 

○ 当金庫は、法令上の特例措置に基づき、当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その
代表者・個人事業主等である当金庫の会員さま、当金庫から事業性資金の融資を受けている会
社等に勤務されているお客さまを保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く
生命保険商品については、保険契約者 1 名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額は   
1，000 万円を限度としてお取扱いさせていただきます。 

  
  ○ 当金庫は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店

として販売責任を負います。 
 
  ○ 当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。 
 
  ○ 当金庫は、ご契約の前後にかかわらず、お客さまからの苦情・ご相談に適切に対応いたします。 
    なお、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。 
    ［お問合わせ先窓口］ 
     保険契約に関する苦情・ご相談その他ご不明の点は、下記までお問い合わせください。 
          大和信用金庫 総務部 電話番号：０７４４－４２－９００１ 
          受付時間：当金庫営業日の午前９時～午後５時 

保 険 募 集 指 針 

金融商品販売に係る勧誘方針 


